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国土利用構成については、「森林」が全国土の７割近くを占め、微減しているものの30年前からその割合はほとんど不変。

「森林」に次いで大きな面積を占める「農用地」は継続的に減少しており、「宅地」、「道路」及び耕作放棄地等「その他」の面積割合が増加。

①国土利用の状況と動向 全般的な国土利用の状況

国土利用構成の現状 国土利用構成の推移

s H

（出典）国土交通省「土地利用現況把握調査」をもとに国土交通省国土計画局作成
※その他：公共施設用地、レクリエーション用地、耕作放棄地、北方領土等
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地目別面積の増減率は、地方圏よりも三大都市圏の方が大きい。

「森林」については、地方圏では減少に歯止めがかかりつつあるが、三大都市圏ではゆるやかな減少が継続している。

地域別の国土利用の変化
（S57年国土面積を100%とした各地目の増加・減少率推移）

（出典）国土交通省「土地利用現況把握調査」をもとに国土交通省国土計画局作成
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①国土利用の状況と動向 全般的な国土利用の状況
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国土利用の変化（1976～1997）を関東地方、九州地方で見ると、既存市街地の拡大が進展。特に大都市圏、地方中枢都市において

この傾向が著しい。

（出典）国土交通省「国土数値情報」をもとに国土交通省国土計画局作成

①国土利用の状況と動向 全般的な国土利用の状況

3
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国土利用の変化を首都圏で見ると、農林業的土地利用から都市的土地利用等への転換は、郊外部で引き続き継続。

首都圏の緑地等の面積は、この20年間で、６％の減少。

①国土利用の状況と動向

国土利用の変化（首都圏）
期間中に森林・農用地等から凡例の用途に転換した地点

緑地等の面積の変化（首都圏）

荒地への転用

建物への転用

交通用地への転用

その他への転用

ゴルフ場への転用

荒地への転用

建物への転用

交通用地への転用

その他への転用

ゴルフ場への転用

（出典）国土交通省「国土数値情報」をもとに国土交通省国土計画局作成
　　　　森林・農用地等：森林、農用地、湖沼、河川、海浜及び海域

（出典）H14年度首都圏白書

　　　　国土交通省「国土数値情報」をもとに
　　　　　　　　　　　　　　国土交通省国土計画局作成
　　　　※緑地等：森林、湖沼、河川、農地及び海浜

全般的な国土利用の状況

1987～19971976～1987

昭和51年
（万ha）

平成９年
（万ha）

平成９年
/昭和51年

（％）

緑地等 308 290 94
うち　緑地 211 201 95

緑地等 46 39 85
うち　緑地 22 18 82

365

77近郊整備地帯及び既成市街地

首都圏（全体）
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我が国の国土利用の推移と現況
（単位：万ｈａ、％）

　　　区　　分 昭和５０年 昭和６０年 平成12年 平成13年 平成17年目標
全　国 三　大 地方圏 全　国 三　大 地方圏 全　国 三　大 地方圏 全　国 三　大 地方圏 全　国 三　大 地方圏

  地　　目 都市圏 都市圏 都市圏 都市圏 都市圏

１．農 用 地 576 81 495 548 73 476 491 63 428 487 62 425 499 59 440
(15.3) (15.2) (15.3) (14.5) (13.6) (14.7) (13.0) (11.7) (13.2) (12.9) (11.5) (13.1) (13.2) (11.0) (13.6)

　　農　　　地 557 80 477 538 72 466 483 62 421 480 62 418 490 59 431
(14.8) (15.0) (14.7) (14.2) (13.4) (14.4) (12.8) (11.5) (13.0) (12.7) (11.5) (12.9) (13.0) (11.0) (13.3)

　　採草放牧地 19 1 18 10 0 10 7 0 7 7 0 7 9 0 9
(0.5) (0.0) (0.6) (0.3) (0.0) (0.3) (0.2) (0.0) (0.2) (0.2) (0.0) (0.2) (0.2) (0.0) (0.3)

２．森 林 2,529 324 2,205 2,530 323 2,207 2,511 317 2,194 2,511 317 2,194 2,522 320 2,202
(67.0) (60.7) (68.0) (67.0) (60.3) (68.1) (66.4) (59.0) (67.7) (66.4) (59.0) (67.7) (66.7) (59.6) (67.9)

３．原 野 43 1 42 31 1 30 27 1 26 27 1 26 23 0 23
(1.1) (0.2) (1.3) (0.8) (0.2) (0.9) (0.7) (0.2) (0.8) (0.7) (0.2) (0.8) (0.6) (0.0) (0.7)

４．水面･河川･水路 128 18 110 130 18 112 135 19 115 135 19 115 135 19 116
(3.4) (3.4) (3.4) (3.4) (3.4) (3.5) (3.6) (3.5) (3.5) (3.6) (3.5) (3.5) (3.6) (3.5) (3.6)

５．道 路 89 19 70 107 23 84 127 26 100 128 27 101 137 28 109
(2.4) (3.6) (2.2) (2.8) (4.3) (2.6) (3.4) (4.8) (3.1) (3.4) (5.0) (3.1) (3.6) (5.2) (3.4)

６．宅 地 124 43 81 150 51 99 179 59 119 180 60 120 185 61 124
(3.3) (8.1) (2.5) (4.0) (9.5) (3.1) (4.7) (11.0) (3.7) (4.8) (11.2) (3.7) (4.9) (11.4) (3.8)

　　住　 宅 　地 79 26 53 92 31 61 107 36 71 108 36 72 110 37 73
(2.1) (4.9) (1.6) (2.4) (5.8) (1.9) (2.8) (6.7) (2.2) (2.9) (6.7) (2.2) (2.9) (6.9) (2.2)

　　工 業 用 地 14 6 8 15 6 9 17 6 11 17 6 11 18 6 12
(0.4) (1.1) (0.2) (0.4) (1.1) (0.3) (0.4) (1.1) (0.3) (0.4) (1.1) (0.3) (0.5) (1.1) (0.4)

　　その他の宅地 31 11 20 44 15 29 55 17 37 55 17 38 57 18 39
(0.8) (2.1) (0.6) (1.2) (2.8) (0.9) (1.5) (3.2) (1.1) (1.5) (3.2) (1.2) (1.5) (3.4) (1.2)

７．そ の 他 286 48 238 282 47 234 309 52 260 311 51 261 278 50 228
(7.6) (9.0) (7.3) (7.5) (8.8) (7.2) (8.2) (9.7) (8.0) (8.2) (9.5) (8.1) (7.4) (9.3) (7.0)

合　　　計 3,775 534 3,241 3,778 536 3,242 3,779 537 3,242 3,779 537 3,242 3,779 537 3,242
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

資料：国土庁調べによる
注 1)道路は、一般道路、農道及び林道である。
　 2)数値は、国土庁が既存の各種の統計を基に推計したものである。
　 3)地域区分は、次のとおりである。
　　　三大都市圏：埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、奈良の１都２府８県
　　　地　方  圏：三大都市圏を除く地域
　　

我が国の国土利用の推移と現況及び全国計画目標

（出典）国土交通省「土地利用現況把握調査」をもとに国土交通省国土計画局作成

①国土利用の状況と動向 国土利用計画（全国計画）目標値との乖離状況
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１次・２次・３次計画期間を通じて、「農用地」については目標面積に比べて実績の減少が大きい。その差分をみると、１次期間中は、「森林」

が計画ほど減少せず、代わりに「農用地」が減少した。また、２次・３次期間中は、耕作放棄地等「その他」が計画以上に増加した。

それ以外の地目については、目標と実績の差はあるものの、大きなものとはなっていない。

国土利用の推移と国土利用計画の目標

（出典）国土交通省「土地利用現況把握調査」をもとに国土交通省国土計画局作成

①国土利用の状況と動向 国土利用計画（全国計画）目標値との乖離状況
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森林
2,520→2,511

▲9

原野
27→27

0 水面・河川・水路
132→135

＋3
採草放牧地 3

　　4 9→7 農地 5
▲2 516→480

▲36

1 19

海域（埋立）
(1)

14 1 1

その他 人工的土地利用
292→311 282→308

＋19 ＋26

全国計画における目標 現　　状

地目間の転換について、第三次国土利用計画（全国計画）の2005年目標値と2001年現状を比較すると、①微増目標だった「森林」が

減少している、②「農地」の減少が目標を上回り、耕作放棄地等「その他」への転用が多くなっている。

H4～H17年 H4～H13年

（出典）国土庁計画・調整局「国土プランナー必携」
　　　　国土交通省「土地利用現況把握調査」をもとに国土交通省国土計画局作成
　　　　人工的土地利用：宅地、道路

森林
2,520→2,522

＋2
3

原野 2
27→23

▲4 水面・河川・水路
1 132→135

＋3
採草放牧地 1

　　7 9→9 　　　　　1 農地 6
0 516→490

▲26

1 23

海域（埋立）
(1)

4 1

その他 人工的土地利用
292→278 10 282→322

＋16 ＋40

①国土利用の状況と動向 国土利用計画（全国計画）目標値との乖離状況

▲14

（単位：万ha）
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その他

斜面地開発による土砂災害や水害など、防災性・安全性の低下

別荘地、ゴルフ場、その他レジャーリゾート施設の立地

産業立地や迷惑施設の立地等に伴う居住環境の悪化、景観の喪失

工場の閉鎖・移転等に伴う、大規模遊休地の発生

大規模店舗等、ロードサイド型開発、ＩＣ周辺開発の進行

工場、物流施設など都市的土地利用と農地・林地等の土地利用混在

農地、林地の資材置き場、駐車場等への転換

土砂採取、山林造成等による自然環境の改廃、景観の喪失

残土の埋立、産業廃棄物の不法投棄等による地域環境の悪化

中心市街地の空洞化

小規模な住宅地開発など、虫食い的な開発の進行

耕作放棄地の増加、山林荒廃等

（出典）土地白書より国土交通省国土計画局作成

市町村における土地利用上の問題の状況
（10年前との比較）

市町村で発生している土地利用上の問題点
（複数回答）

（市町村数）

資料：国土交通省実施の市町村ｱﾝｹｰﾄ（H12年）より作成 資料：国土交通省実施の市町村ｱﾝｹｰﾄ（H12年）より作成

※市町村ｱﾝｹｰﾄ概要
　 全国3.229市町村を対象に調査。回収数2,033市町村（回収率62.9%）

8

10年前と比較して土地利用上の問題がひどくなっている、変わらないと認識している市町村が５割強の状況。

市町村で発生している土地利用上の問題に関しては、「耕作放棄地の増加、山林荒廃など」や「小規模な住宅地開発など、虫食い的

な開発の進行」などの回答が多い。

②土地利用上の課題 土地利用上の問題の状況
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（出典）農林水産省農林業センサスより国土交通省国土計画局作成
（注）東北：青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島　　北陸：新潟、富山、石川、福井　　関東・東山：茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野
　　　東海：岐阜、静岡、愛知、三重　　近畿：滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

※耕作放棄地率＝耕作放棄地面積÷（耕作放棄地面積＋経営耕作面積）×１００％
　　　

0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
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7.0%
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9.0%

10.0%
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国
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東

・東
山

東
海

近
畿

中
国

四
国

九
州

沖
縄

1995 2000

地域別の耕作放棄地率

耕作放棄地は東北、関東・東山に多く分布。両地域で全国の約５割を占める。

耕作放棄地率は全国的に増加傾向にあるが、特に四国、中国、関東・東山で高い。

中山間地域の状況②土地利用上の課題

単位：千ｈａ、％
　　　　　耕作放棄地面積 全国に占める割合 　　耕作放棄地率

1995 2000 増減率 1995 2000 1995 2000
全国 162 210 30% 100% 100% 3.8% 5.1%
北海道 9 9 6% 6% 4% 0.9% 0.9%
東北 31 44 43% 19% 21% 3.8% 5.6%
北陸 8 11 32% 5% 5% 2.7% 3.7%
関東・東山 41 55 34% 25% 26% 5.7% 8.1%
東海 14 16 14% 9% 8% 5.6% 6.8%
近畿 7 10 42% 4% 5% 3.2% 4.7%
中国 15 20 30% 9% 10% 6.1% 8.5%
四国 9 12 32% 6% 6% 6.4% 9.0%
九州 26 31 22% 16% 15% 5.0% 6.5%
沖縄 2 2 -7% 1% 1% 4.7% 4.8%

　　　　　　　地域別耕作放棄地の状況



10

（出典）農林水産省農林業センサスより国土交通省国土計画局作成
（注）農林業センサスの耕作放棄地とは、以前農地であったもので、過去１年間以上作物を栽培せず、
　　　しかも、この数年の間に再び耕作するはっきりした意志のない土地をいい、耕地及び作付面積統計
　　　での数値（耕作し得ない状態になった土地）とは定義が異なる。

　　　農業地域類型は、農林業センサスにおける、旧市町村単位での分類
　　　都市的地域：人口密度が５００人／km2以上、ＤＩＤ面積が可住地の５％以上を占める等都市的な市

　　　　　　　　　　　　町村
　　　平地農業地域：耕地率が２０％以上、林野率が５０％又は５０％以上であるが平坦な耕地が中心の
　　　　　　　　　　　　　市町村（田の傾斜２０分の１、畑の傾斜８度を基準に判定）
　　　中間農業地域：平地農業地域と山間農業地域との中間的な地域であり、林野率は主に５０％～８０
　　　　　　　　　　　　　％で耕地は傾斜地が多い市町村
　　　山間農業地域：林野率８０％以上、耕地率が１０％未満の市町村

　　　耕地面積の割合は、都市的：約１５％、平地：約４７％、中山間：約３８％

農業地域類型別耕作放棄地の推移
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9.3
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21.0

耕作放棄地（率）ともに増加しており、２０００年の総面積は２１万ha。

地域類型別に見ると、いずれの地域でも増加しているが、特に中山間地域において高い割合となっている。

中山間地域の状況②土地利用上の課題
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農業従事者の高齢化・労働力不足、傾斜地等の土地条件の悪さ、道路条件の悪さ、農地の受け手がいない等が高い率となっているが、中間

地、山間地になるほど、土地条件面の要因が高くなっている。

（出典）全国農業会議所「遊休農地の実態と今後の活用に関する調査（平成１０年）」
　　　　より国土計画局作成

水田整備率と耕作放棄地率の関係（都府県）

２．持続可能な国土づくりをすべき　　　　　 A-2：森林、農地、耕作放棄地の動向はどうなるか

（出典）平成１４年食料・農業・農村白書より

耕作放棄地の発生要因（複数回答）
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　道路条件等が悪く通作不便

　鳥獣害の被害が多い

　高齢化・労働力不足

　地域内に農地の引き受け手がいない

　土地条件が悪い

　離農

【自然的条件】 【人的条件】
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（注）中山間地域等直接支払い制度（平成１２年度導入）
　　平地地域と比べて農業の生産状況が不利な中山間地域等において、集落
　　協定等に基づき５年間以上継続して行われる農業生産活動等に対して、直
　　接支払いを実施。
　　　

　　　１０ａ当たり単価：田（8,000円、21,000円）、畑（3,500円、11,500円）

（出典）農林水産省資料より国土交通省国土計画局作成

協定数 割合（％）
話合いの復活、回数の増加した協定 25,673 81.6%
共同作業・機会の共同利用の復活・回数の増加があった
協定 11,807 37.5%
共同作業への農業後継者等の新たな参加のあった協定 2,009 6.4%
オペレーターを確保・増加した協定 795 2.5%
第３セクターによる農作業の請負等のあった協定 565 1.8%
新規就農者のあった協定 527 1.7%
地域外のボランティアの参加があった協定 240 0.8%
全集落協定数 31,462
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市町村ごとの協定締結率と耕作放棄率・高齢化率の関係

集落協定の締結による効果

集落協定における体制整備に向けた取組状況

中山間地域等において、直接支払制度に基づく集落協定の締結を契機に、持続的な農業生産活動の維持に向けた取組が実施され

ている。

集落協定締結率の低い地域において、耕作放棄地率、高齢化率が高い傾向が見られる。

中山間地域の状況②土地利用上の課題



13 出典：「土地利用現況把握調査」をもとに国土交通省国土計画局作成

森林面積は、全国的には微減傾向。

都道府県別の増減率を見ると、大都市圏、特に東京圏で減少率が相対的に大きい。

中山間地域の状況②土地利用上の課題

1991～1996

1996～2001

森林面積の都道府県別増減
（各期間の森林面積増減率）

2,522万ha
　　→2,513万ha
　　　 （▲0.36%）

2,513万ha
　　→2,511万ha
　　　 （▲0.08%）

　－1.5％　～　－0.5％

　－ 0.5％　～　　0.5％

　　 0.5％　～　　

　　　　　　 ～　－1.5％

1986～1991

2,529万ha
　　→2,522万ha
　　　 （▲0.30%）
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齢級別の間伐対象面積と放置森林面積
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出典：林野庁「平成１４年度　森林及び林業の動向に関する年次報告」より

　資料：愛媛県「愛媛県放置森林管理システム検討結果報告書」

　　注：１）水土保全機能の高い森林の、間伐対象森林面積と放置森林面積である。

　　　　　　「水土保全機能の高い森林」は、同県の地域森林計画において、山地災害防止機能又は水源かん養機能が

　　　　　　第一に発揮されるべきとして区分されている森林

　　　　 ２）「放置森林」とは、

　　　　　　①16～45年生の針葉樹人工林で過去10年間に施業が全く行われていない。

　　　　　　②立木の過密化が原因で、気象災害や病虫害のおそれや荒廃が見られる。

　　　　　　③森林所有者による施業が期待できない

　　　　　のいずれにも該当する森林

　　　　 ３）「間伐対象森林」は、16～45年生のスギ、ヒノキ等針葉樹人工林

木材自給率の推移
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出典：林野庁「木材需給表」をもとに国土交通省国土計画局作成

スギ１m3で雇用できる伐木作業者数の推移
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出典：「平成１４年度 森林及び林業の動向に関する年次報告」をもとに国土交通省国土計画局作成

林業就業者数、高齢化率の推移
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出典：「国勢調査」をもとに国土交通省国土計画局作成

森林については、資源として十分に利用されないばかりか、健全な森林を育成する上で不可欠な人工林の間伐が適切に行われなかっ

たりするなど管理水準の低下が危惧される状況にある。その要因は、長期にわたる木材価格の低迷と経営コストの増大で林業生産

活動が停滞していることなどが挙げられる。

また、林業就業者は、過去40年間で大幅に減少しており、近年では65歳以上の高齢者が占める割合も急激に上昇している。

中山間地域の状況②土地利用上の課題

（愛媛県）
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都市圏の廃棄物が他地域で処理される状況は依然として発生。また、不法投棄が発生。

首都圏の産業廃棄物の広域的移動状況（中間処理目的、最終処分目的）

Ｈ１０年度
Ｈ１２年度

（出典）環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況等について」ＨＰ

青森県・岩手県県境にまたがって不法投棄された事例

（出典）青森県ＨＰ

中山間地域の状況②土地利用上の課題
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近年、住宅開発が減少する中で、小規模住宅地開発は、その割合は増加。

近年、市街化区域における住宅数が横這いなのに対して、非線引き区域における住宅数が増加。

都市・郊外地域の状況

住宅数の都市計画区分による推移
（期間内における年間平均数）

（出典）国土交通省基礎統計資料ＨＰ
　　　　H13年度住宅用地完成面積調査報告
　　　　１団地の住宅用地：１万m2以上
　　　　小規模開発の住宅用地：１万m2未満

（出典）H５、H10総務省住宅・土地統計調査
※H6～H10期間については、（H10ストックーH5ストック）／５年により算出し、
　他期間は、H5年版に掲載された各期間中の建設数を各期間年数で除した

　数値を使用
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②土地利用上の課題
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全国の商店街における空店舗比率

全国の商店街における空き店舗の状況は、空き店舗が１０％以上である比率は約３０％であり、５年前と比較して増加。

中心市街地空洞化の要因としては、①中心市街地の相対的な人口シェア低下及び急速な高齢化、②郊外部への大規模店舗立地、③

公共施設の郊外移転などが考えられる。

（出典）国土交通省低未利用地バンクＨＰ
　　　　低・未利用地等の利用状況の変遷に関する経年的実態調査

（出典）中小企業庁「H12商店街実態調査」
※全国の商店街からサンプルとして5,000商店街を抽出

回収数・回収率：1,702(34.0％) 

【31～40%】
2%

【なし】
25%

【1～10%】
44%

【11～20%】
22%

【21～30%】
6%

【41～50%】
1%

減っている
9%

変化無し
43%

増えている
48%

空店舗の５年前との比較比率

千葉県木更津市の中心市街地空洞化の状況

都市・郊外地域の状況②土地利用上の課題
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図１－１－１９ 未利用地となっている理由
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売却を検討したが、売却できず 資産として、土地を所有したい

利用計画はあるが、時期が来ていない 利用したいが、資金的余裕がない

事業縮小や効率化による見直し

資料：国土交通省「土地所有・利用状況に関する企業行動調査」（平成14年度）による。

低未利用地の面積は、全国の３０万人以上１００万人未満都市で約35,000ha、１００万人以上都市で約25,000haと推計。

低未利用地の問題については、その理由として、「利用計画はあるが、時期が来ていない」が減少する一方、「売却を検討したが、

売却できず」が増加。

低未利用地となっている理由の推移

（出典）H14年度土地白書
　　　　国土交通省「土地所有・利用に関する企業行動調査（H14年度）」
　　　　　　　　　　　 （株）帝国データバンクの企業情報データベース「ＣＯＳＭＯＳ2」の最新版

　(2001年12月現在、約64万社登録)から、本社登録数の都市別構成比に
　　　　　　　　　　　　応じて株式会社(資本金1,000万円以上)を無作為に抽出した(層化二段
　　　　　　　　　　　　無作為抽出)。
　　　　　　　　　　　　発送総数9,000社、有効回収数2,817社（有効回収率31.3％）

（出典）国土交通省ＨＰ
　　　　　国土交通省低未利用地調査
　　　　　　調査対象：人口30万人以上都市の市街化区域
　　　　　　　　　　　　　（都市数：88都市　東京都23区は1都市と数えた）

　　　　　　調査手法：１．サンプリング調査　（サンプル調査地区数：６５０地区）
　　　　　　　　　　　　　　　調査対象区域内の公示地ポイントから650地点を無作為に抽出し、

　　　　　　　　　　　　　　　抽出された地点を中心に一定範囲内の街区を調査区とし、
　　　　　　　　　　　　　　　調査区内の低・未利用地を調査対象とした
　　　　　　　　　　　　　２．総量推計等
　　　　　　　　　　　　　　　１．のサンプリング調査結果を基に、全国の人口３０万人以上の
　　　　　　　　　　　　　　　都市の市街化区域における低・未利用地の賦存状況の推計等を行った。

都市・郊外地域の状況②土地利用上の課題
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空地（利用計画な
し）
4.3%

空地（利用計画検
討中）
9.1%

空地（事業計画あ
り）

10.2%

工事中
9.6%

転用済み
44.3%

未記入
5.4% 工場等の施設未撤

去
17.1%

工場跡地の利用転換の状況

工場跡地の利用転換の状況については、「転用済み」は半数以下にとどまり、施設未撤去と空地を合わせると４０％となる。

東京湾沿岸地域の低未利用地の状況については、全域にわたって幅広く分布。

東京湾沿岸地域における低未利用地分布状況

（出典）H13年度土地白書
　　　　通商産業省（経済産業省）「工場跡地実態アンケート調査（H10年度）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　首都圏、中部圏及び近畿圏における731の地方公共団体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を対象として、H11.2に実施。回収率=56.9%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査対象となった工場跡地は、S60から調査時点までの間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に生産機能を廃止した製造事業所で、面積が5,000m2以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のもの。

（出典）H14年度首都圏白書

　　　　国土交通省国土計画局調べ

都市・郊外地域の状況②土地利用上の課題
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・美しい国づくり政策大綱

・（参考）ドイツ国土計画・風景計画

・景観条例の制定

・コンパクトシティ

・経済性や効率性、機能性を重視したため

　美しさへの配慮を欠いた雑然とした景観、

　無個性・画一的な景観への対応

・郊外のスプロール的開発の抑制

・長年の管理により美しく維持され景観として価値

　のある農山漁村や森林の保全や活用

・里山林や都市近郊林の適正な管理

・歴史的な街並みや集落の保存・活用による歴史

　を活かしたまちづくり

美しくゆとりあ
る国土利用

・首都圏自然環境の総点検

・（参考）オランダエコロジカルネットワーク

・農地・森林の保全と有効活用のための取組

・都市部・港湾部の遊休地対策としての自然再生

・都市における緑の保全・創出

・生物の多様性が確保された自然の保全・

　創出とそのネットワーク化

・耕作放棄や森林管理の低下による農地・森林の

　荒廃の抑制

自然と共生す
る持続可能な
国土利用

・災害危険地域の土地利用制限

・ハード対策とソフト対策（土地利用・情報等）を

　組み合わせた防災対策

・密集市街地対策、防災拠点整備

・災害危険地域における資産・人の集中へ

　の対策

・自然災害に対する都市の防災性向上

・森林・農地の持つ国土保全機能の発揮

安全で安心で
きる国土利用

主な取組事例主 な 課 題

国土利用の質的向上に係る主な課題と取組事例

③国土利用の質的向上の動向 国土利用の質的向上の動向
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土砂災害特別警戒区域の規制等

宅地開発が進み、それに伴い土砂災害の発生する恐れのある危険な区域も年々増加。特にこの５年間で急増。

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法）（平成１３年４月施行）」に基づき「土砂災

害特別警戒区域」等を指定し土地利用制限（①特定の開発行為に対する許可制、②建築物の移転勧告等）の取り組みを行っている。

土砂災害特別警戒区域の概要

国土交通省河川局資料より

【区域指定基準：急傾斜地の崩壊の例】

※区域指定基準には、「急傾斜地の崩壊」の他に「土石流」、「地滑り」の
　基準がある。

③国土利用の質的向上の動向 安全で安心できる国土利用

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

82 87 92 97 02

地方圏

三大都市圏

整備箇所数(全国)

72,258
77,242

81,850
86,651

113,557

7,300
9,800

13,300 17,200

急傾斜地崩壊危険箇所数と整備箇所数の推移

急傾斜地崩壊危険箇所：　がけの斜度３０度以上、高さ５ｍ以上の急傾斜
地で想定被害区域内に人家５戸以上（公共建物５未満を含む）

○土砂災害警戒区域

・市町村地域防災計画への記載と
　警戒避難体制の整備

○土砂災害特別警戒区域

・特定の開発行為に対する許可制

・建築物の構造規制

・建築物の移転等の勧告と移転の
　ための融資・補助の支援措置

・宅地建物取引の制限
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土地利用等と合わせた総合的な対策の例
土地利用の改変に伴う災害被害の拡大

○河川改修
・河道の整備
・遊水地・放水路の整備

○保水・浸透能力の保持
・森林・農地等の自然的土地利用
　の保全
・開発に伴う防災調節池の設置
・透水性舗装、浸透マスの設置

○遊水機能の維持
・土地利用の規制誘導（遊水区域
　の特定）
・市街化調整区域の保持
・盛土の抑制

○低地地域での対策
・耐水性建物の奨励
・貯留施設の設置

昭和30年代以降の急激な開発により、流域の大部分が市街化され、地表がコンクリートなどに覆

われるなど、雨が地中に浸透しづらくなり、短時間に多量の洪水が河川に流入するようになった。

③国土利用の質的向上の動向 安全で安心できる国土利用

土地利用の改変にともなう下流地域の洪水被害の拡大を防ぐため、開発に際しての防災調節池の設置や透水性舗装、

浸透マスの設置等の流域での総合的な取り組みを行っている。

～鶴見川流域の事例～

国土交通省河川局資料より
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　　　　　　　　　　　　　　　　　ふなだ

平成13年浸水状況（鮒田地区）

輪中堤

相
野
谷
川

熊野川

熊野川の背水の影
響を受け浸水

輪中堤の整備

・浸水区域での住居建築等の規制
　　→　災害危険区域として指定

・家屋の治水対策
　　　→　輪中堤や宅地嵩上げ

　　　　　　　　　　　　　　たかおか

平成13年浸水状況（高岡地区）

紀宝町災害危険区域に関する条例
（抜粋）

（災害危険区域の指定）
　第２条　１級河川相野谷川流域の紀宝町鮒田、
高岡及び大里の区域内にある標高９．４メートル
未満の区域を災害危険区域に指定する。

（建築物の建築の制限）
　第５条　第２条に規定する災害危険区域内に
おいては、住居の用に供する建築物を建築して
はならない。ただし、次の各号に掲げる建築物
については、この限りではない。
(1)地盤面の高さを標高９．４メートル以上として

　　建築する建築物。

③国土利用の質的向上の動向 安全で安心できる国土利用

ハザードマップ等で示す浸水区域を建築基準法に基づく条例で災害危険区域に指定し、住居建築等の土地利用規制を
行うとともに、あわせて治水対策を行う取り組みが行われている。

国土交通省河川局資料より
三重県紀宝町洪水ハザードマップより

ハード対策とソフト対策（土地利用規制）とを組み合わせた防災対策
　　　　　　　　　　　　 お の だに

～相野谷川における土地利用規制と治水対策の例～
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首都圏において保全すべき自然環境

　平成13年12月に都市再生本部で決定された都市再生プロジェクト（第三次決定）「大都市圏における都市環境インフラの再生」の「１．まとまり

のある自然環境の保全」を具体的に推進することを目的に、関係省庁、都県市からなる「自然環境の総点検等に関する協議会」及びその幹事
会が平成14年３月に設置され、首都圏における自然環境を総点検し、平成14年７月に保全すべき対象等を「保全すべき自然環境」として抽出し

たところである。

（出典）自然環境の総点検等に関する協議会「首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン（中間報告）」（2003.3）

都市における緑地の減少に対応すべく、首都圏において、関係省、都県市からなる「自然環境の総点検等に関する協議会」が設置され、生物多

様性の観点等から自然環境の保全に取り組んでいる。

③国土利用の質的向上の動向 自然と共生する持続可能な国土利用
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（出典）（財）日本生態系協会「エコロジカル・ネットワーク」

オランダの全国エコロジカル・ネットワーク

○制度上の位置付け：

　・全国ｴｺﾛｼﾞｶﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸは、生物多様性保全に関するオランダ国内の基本　　的
計画として位置付けられた「自然政策計画」の柱として立案された。　　　・「自然政
策計画」はオランダ議会によって1990年11月に承認された。　　　　・法的位置付け
は、1998年の新「自然保全法」に基づく。

○計画策定主体：農業・自然管理・水産省

○計画体系：全国ｴｺﾛｼﾞｶﾙ・ﾈｯﾄﾜｰｸを上位計画として、全国12州が農業・自　　然

管理・水産省が立てた全体目標に基づき、各州において詳細な情報に　　基づき即
地的な計画策定が行われる。

○全国エコロジカル・ネットワークは、国内又は国際的に重要な、あるいはそ　の可
能性のある既存の地域、もしくは修復や改善を通してそのような状態　に達成でき
る可能性をもった次の地域を緊密に結びつけたネットワークで　　ある。

「コアエリア」：全国的または国際的に生態学的価値を有する地域で、半自然生態系も含まれる。　　　　
　　　　 現在の生態学的価値の保護・向上が目指している。

「自然環境改善エリア」：自然環境の改善によって実際にコアエリア又はエコロジカルコリドーに

なる可能性を もった地域。

「エコロジカル・コリドー」：コアエリアや自然環境改善エリアを接続することによって、 種の分散

や移動を容易にするためのゾーン

「緩衝帯」：外部からの水質汚染等の悪影響を軽減するためにコアエリアや自然環境改善エリア

の周囲に設けられるエリア。

○ヨーロッパにおいては、「ＥＵ野鳥指令（1979）：野鳥の保護」、「ＥＵ生息地指令（1992）：自然及び半自
然の生息地と野生動植物の保全」等の国際合意を尊重し、 ＥＵ加盟国の地域と生態系のつながりの深

い東欧諸国等を含む全ヨーロッパを対象に、生態系のネットワーク『全ヨーロッパ生態系ネットワーク：
PEEN』を形成することを目指す戦略として「全ヨーロッパ生物・景観多様性戦略（1995）」を全ヨーロッパ
閣僚会議で承認している。オランダにおける全国ｴｺﾛｼﾞｶﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸの形成は、PEENの形成に貢献する

ものと位置付けられる。

オランダでは、自然との共生を目指し、全国エコロジカル・ネットワークの形成が図られている。

③国土利用の質的向上の動向 自然と共生する持続可能な国土利用
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兵庫県尼崎市の臨海地域では、工場跡地等の遊休地を利用し、工業化により失われた自然環境の回復と創造を図り、魅力と活力のある都

市への再生を図るため、「尼崎２１世紀の森構想」が平成１４年３月に策定され、大都市の既成市街地に自然環境を創出・再生する取組が進

められている。

③国土利用の質的向上の動向 自然と共生する持続可能な国土利用

（出典）兵庫県ＨＰ
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図表１－３－１５　国民の街なみや景観への評価
（平成14年度)
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資料：国土交通省「平成14年度土地問題に関する国民の意識調査」（平成15年１月）による。

国民の街並みや景観への関心は高いが、その評価は総じて低く、特に地方中枢都市において低い。

これに対して、自治体の景観条例策定数は継続的に増加。

③国土利用の質的向上の動向 美しくゆとりある国土利用

景観条例制定市町村数の推移

（出典）H14年度版土地白書（出典）H14年度版土地白書
　　　　国土交通省「平成14年度土地問題に関する国民の意識調査」（H15.1）
　　　　　　　　　　　　調査対象：全国の20歳以上の者 3,000人
　　　　　　　　　　　　有効回答数： 2,257件（回収率 75.2％）

国民の街なみや景観への評価
（都市規模別）
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国土交通省においては、美しい国づくりのための基本的考え方と国土交通省のとるべき具体的な施策について「美しい国づくり政策大綱」を

策定し、今後、本政策大綱をもとに美しい国づくりを推進。

③国土利用の質的向上の動向 美しくゆとりある国土利用
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建設法典

州計画
・広域的かつ総合的な基本方針・計画
・国土整備の目標を含む
・中心地、開発軸の設定など

広域地方計画
・州の区域の一部における国土整備の基
本方針・計画

土地利用計画（Ｆプラン）
・土地利用区分、公共施設の配置
・交通施設、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設、農地森林、
自然、風景、保全・開発用地などを明示
概ね10～15年、S=1/2,500～1/25,000

地区詳細計画（Ｂプラン）
・土地利用区分
・建築制限（容積率、建ぺい率、壁面線
等）
・地区内交通用地、公共施設用地の指定
概ね５年、S=1/500～1/2,500

自然保護と風景維持に関する法律
（連邦自然保護法）

風景計画

風景基本構想
・自然と風景保護のための広域的な必
要性と措置
S=1/200,000～1/500,000

風景枠組み計画
・州の一部における自然と風景の保護の
ための必要性と措置
S=1/25,000～1/50,000

風景計画計画（Ｌプラン）
・自然と風景の現状と目標に対する評価
・自然と風景の保護、育成、開発のため
の措置
S=1/5,000～1/10,000

緑地整備計画（Ｇプラン）
・Ｌプランより詳細な自然と風景計画図
S=1/1,000～1/2,500

国土整備の基本原則（15項目）

建設管理計画

国土整備法

整合（基本原則に反しない限りでの計画作成）

適合（計画への相互参加）

連邦法定外
（各州自然法で制定）

ドイツの国土・土地利用計画と風景計画の体系

州レベル

州または
広域地方
計画連合
レベル

市町村
レベル

地区
レベル

ドイツの風景計画は、連邦自然保護法を基本として、４段階の計画で構成されており、各段階で国土・土地利用計画にその内容が反映さ

れることで実効性が担保されている。

③国土利用の質的向上の動向 美しくゆとりある国土利用

他の空間的
に重要な意
味をもつ計
画と比較参
考して取り
入れる

Ｆプランに包
含又は配慮

Ｂプランの
一部に組み
入れ

（出典）建設省建設政策研究ｾﾝﾀｰ
　　　　「景観・環境形成のための
　　　　　国土利用のあり方に関する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究」
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広域地域調整計画
・広域都市計画活動の方針づけ
・全ての公共計画の課題を調整
・特別な土地利用の地区、新建設地区
開発地区、道路等の主要ルートなど

橋渡し法
・改正都市計画法
・公共スペース、公共施設の規模規定
・建ぺい率、敷地分割規制
・歴史市街地の線引き義務づけ
・田園や自然環境に資源としての価値を
認める　など

ガラッソ法
・歴史的資産を保護し自然環境を保全す
るため、州に「風景計画」又は「風景と環
境の価値に特別の配慮を払った都市・
地域計画」の策定を義務づけ
・保護計画区域の決定
　　歴史的中心市街地の外側に広がる
　　農地、都市間を結ぶ街道風景
・歴史地区は対象外

風景計画
・都市基本計画、地区計画に対する上位
性
・自然風景と歴史的風景の両者を包括
する性格
・保護計画区域での建築工事、国土の
改変の禁止

自然美保護法

文化財保護法

イタリア共和国憲法（第９条）
・共和国は、国民の共有財産である、国
土の風景、ならびに歴史・芸術遺産を保
護する。

イタリアの国土・土地利用計画と風景保全の体系

州レベル

都市圏
レベル

市町村
レベル

地区
レベル

イタリアでは、ガラッソ法に基づき、各州に風景計画の策定を義務づけている。①土地利用計画・規制を通じた風景保全、②自然風景と歴

史的風景が一体不可分の関係にあることを前提とした総合性などに特徴がある。

③国土利用の質的向上の動向 美しくゆとりある国土利用

（出典）建設省建設政策研究ｾﾝﾀｰ
　　　　「景観・環境形成のための
　　　　　国土利用のあり方に関する研究」

国家都市計画法
・建築規制
・地域交通体系の整備
・大都市を中心とする都市圏計画
・歴史地区と開発地区の線引き
・用途地域制

準
拠

整
合

整合

建築申請が関係地区にあった場合、60日以内に

州が判断し、許可する場合その内容を文化・環
境省に通達するが、通達日より60日以内にしか

るべき理由により、同省は許可を破棄する権利
を持つ。事業者が行政機関の場合も同様。

省
の
上
位
概
念

同法の実施に当たり、各州は風景計画ないしは
風景計画を含む広域都市計画を1986年12月31
日までに承認しなければならない。期限までに策
定できない場合は、文化・環境財省が定められ
た権限を行使できる。

　

追
記
事
項

・海抜線から300m以内と岬

・湖沼岸から300m以内と湖沼上の地区

・河川、急流、王国勅令1775規定の疎流の両岸
から150m以内の地区

・アルプス山系海抜1600m以上とアペニン山系、
島の海抜1200m以上の地区

・氷河とカール

・国定及び州立公園、保護区、公園周辺

・森林

・農業大学の演習林、公共団体所有の農地

・共和国大統領令448号によるリストに含まれる

湿地区

・火山

・考古学地区

　
　
　
　
　
　

計
画
策
定
対
象
地
域
（第
一
条
）

1984年に文化・環境財省が当時同省の政務次

官であったｶﾞﾗｯｿの下、発令した省令。

計画無しに海岸線から300m以内、海抜1800m以

上の地域の開発を一時禁止した。

　
　

契
機　
　

共和国憲法（第9条）

自然美保護法

上
位
法

1985年8月8日に策定された「環境保護地域のた

めの法律」
名
称

内容

（出典）千葉大学宮脇助教授提供

都市圏基本計画

都市基本計画
・全域を対象とした都市マスタープラン

地区計画
・都市圏基本計画、都市基本計画に基
づき、特定地区を対象に策定

建築規定


